
令和8年度
こども誰でも通園制度
（渋谷区乳児等通園支援事業）
概要説明

令和８年３月２３日



1 こども誰でも通園制度（乳児等通園支援事業）について

「こども誰でも通園制度」は、令和8年4月から全国のすべての自治体で開始されます。
法令上の正式名称は、「乳児等通園支援事業」となりました。



2 渋谷区における 令和８年度 こども誰でも通園制度（渋谷区乳児等通園支援事業）の概要

項目 内容 (令和８年度以降は国の制度の上乗せ事業として、東京都の「多様な他者との関わりの機会創出事業」を活用します）

概要
保護者の就労などの有無にかかわらず、保育所、幼稚園、認定こども園などを利用していない未就園児を、
渋谷区内の一部保育所などで定期的に預かり、多様な他者との関わりの中での様々な体験や経験を通じて、
非認知能力の向上など、子どもの健やかな成長を図る。

実施内容 一般型、または空き定員枠を利用した余裕活用型 （定期利用/自由利用 親子通園も可）

対象

保育所や保育事業（認可外保育所、東京都のベビーシッター助成など）を利用していない未就園児で
０歳６か月～２歳児クラス
※ただし要支援児童の預かりに関しては、3歳児～5歳児も可とする。
※令和８年度については、渋谷区民の利用を優先。

実施場所 保育所、認定こども園、 小規模保育事業所、 認証保育所、区立保育室

利用期間
令和８年４月１日～令和９年３月３１日 （原則2か月以上の利用が対象）
１人当たりの利用時間は、月あたり６４時間を上限とする。※満３歳以上児については、月54時間が上限。

利用者負担
１時間あたり300円程度 ※食事代は利用料に含む
・東京都内在住者については、無償。
・月64時間を超えた預かりがあった場合は、本制度の対象外。

その他

・本制度で、同時に複数の園を利用することは不可です（特定事業所の継続利用を想定した制度）
・食事代は、利用料に含む。
・災害時対応： しぶや保育メールを利用します。
・キャンセルの取扱い： 前日15時までにご連絡が無い場合については、キャンセル時も、利用時間枠を消
費します

渋谷区では、東京都の「多様な他者との関わりの機会創出事業」を活用し、令和６年度より「ちょこっと通園事業」として、
未就園児を対象とした定期的な預かり保育事業を実施しています。
全国の自治体で開始されるにあたり、令和8年度からは名称も「こども誰でも通園制度（渋谷区乳児等通園支援事業）」に
変更し、事業を開始します。



参考） 令和７年度までのちょこっと通園事業との違い

項目 ちょこっと通園事業（令和７年度まで） こども誰でも通園制度（渋谷区乳児等通園支援事業）

実施方法
空き定員枠を利用した余裕活用型
（定期利用のみ）

一般型、または空き定員枠を利用した余裕活用型
（定期利用/自由利用 親子通園も可）

対象
区内在住の保育所等に通所していない未就園児
で原則０歳児クラス～２歳児クラス

保育所等に通所していない未就園児で
０歳６か月～２歳児クラス
※令和８年度については、渋谷区民の利用を優先。

区外利用 不可 可

利用可能枠
週2日まで
（原則2か月以上の利用とする）

月あたり上限６４時間
※満３歳以上児については、月上限54時間

（原則２か月以上の利用とする）

利用者負担
原則上限 1時間あたり275円
（1日単位、月単位での金額設定も可）
※令和７年９月以降 無償化

１時間あたり300円程度
※東京都内在住者については、無償

認定 不要 乳児等支援給付の認定が必要

利用システム なし
スマート申請
総合支援システム

国の制度に合わせ、主に以下の項目について見直しを検討致しました。



3 利用方法について

⚫ 国の給付制度となるため、利用にあたっては、
「乳児等支援給付」の認定を受ける必要がありま
す。

⚫ 施設（公立園を除く）への利用申込（初回面談申
込）や利用予約は、「総合支援システム」を利用し
ます。

※認定書の発行と合わせて、総合支援システムのアカウント
が発行されます。

⚫ 利用契約は各施設と直接行います。

⚫ 区内施設における利用料は、無料です。
（都内在住者のみ）

⚫ 区外施設を利用した場合は、各施設の設定する
利用料のお支払いが必要です。

※負担いただいた利用料は、後日、区へ申請いただくことで、
上限の範囲内で助成予定です。

利用までの流れは、区ポータルサイトや、チラシ等で利用者に案内予定です。



4 利用時間の考え方

⚫ 国制度では、ひとりあたり月１０時間ま
での利用時間枠が配布されます。

⚫ 渋谷区では、国制度に加え、ひとりあた
り月５４時間までを、利用時間枠を配布
します。

施設ごとに、本制度で提供する保育時間や利用可能日は異なります。
総合支援システムでは、配布された利用時間枠の中で、予約申込が可能です。

国制度では、広域利用（他自治体の施設の利用）予約も可能とされています。
※他自治体の施設についての利用予約は、総合支援システム上では国制度利用時間枠（１０時間ま
で）のみ対応。

渋谷区では、国の制度に区の上乗せ枠を追加し、月６４時間※までの利用枠を配布予定
です。
※３歳の誕生日の前々日まで。満３歳を超えた場合は月５４時間となります。



5 利用システムについて

本制度では、２つのシステムを利用します。
⚫ スマート申請（Grafferシステム）
「乳児等支援給付」認定の申請に利用します。

⚫ 総合支援システム（つうえんポータル）
本制度で利用する施設の、利用申込（初回面談）や利用予約に利用します。
※施設ごとに利用する機能や運用が異なりますので、利用希望施設に確認が必要です。

【総合支援システムの画面イメージ】

３歳の誕生日前々日までの場合

利用時間枠の管理 施設の検索 初回面談・利用予約

sample

登降園管理
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